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日本知的財産協会の本年度の運営方針をご説明申し上げます。

「JIPA2010年度活動計画（案）」をごらんいただきたいと思います。

まずお話し申し上げたいのはスローガンの変更です。2003年以来の

スローガン，「チャレンジするJIPA」「世界をリードするJIPA」「専

門家集団としてのJIPA」を変更し，2010年度は「世界から期待され，

世界をリードするJIPA」といたしました。萩原前理事長がお約束し

たとおり，協会の中期の活動の方向を踏まえて数年間にわたり使うス

ローガンの見直しを行いました。

知的財産制度は岐路を迎えていると言われています。技術の進化に伴う世界の特許の爆発的増加，

さらに知的財産にまつわる紛争の増加。特に21世紀以降パテント・トロール問題の急増をはじめとし

て，外部環境の劇的な変化にさらされています。この変化は解決困難なたくさんの対立を生みました。

例えば「特許のやぶ」と言われる多くの不可欠特許に囲まれる情報通信分野と，１つの特許がビジネ

スモデルそのものである薬品業界では，知的財産制度に対する考え方が違います。特許を使って製品

をつくっている企業と，特許を自らは実施しないでライセンス収入を追求する組織との間でも対立が

明確になっています。また，環境，健康分野においては，先進国対途上国の対立が先鋭となりつつあ

ります。これらの対立が特許制度自体を大きく揺さぶっています。

知的財産制度は世界の経済活動において共通した仕組みであり，その問題を考えるに当たっては必

ず世界的視野が必要です。日本知的財産協会は世界有数の知財ユーザー団体であります。我々海外企

業の特許出願の件数は日本で約８割，米国やPCTでも２割程度を占めると思われます。したがって，

我々は世界の知財制度に対して大きな利害関係を持つとともに，そのユーザーとして制度の望ましい

改革に対して大きな責任を有していると言えます。また，当協会は現在に至るまで既に実務を踏まえ

た提言により，特許制度の調和に大きな貢献をしております。昨年末に日本政府は新成長戦略を発表

し，成長こそが輝く日本の未来のために必要であることを強調していますが，知的財産制度はもとよ

り経済の成長を促し，人類を幸せにする仕組みです。この制度を日本の産業界にとって最も有効な制

度として十分に機能するように，日本知的財産協会は日本政府にとどまらず，世界に対していろいろ

な改革を提言していきます。新しいスローガン，「世界から期待され，世界をリードするJIPA」は，

我々のこの自覚と矜持を示すものです。もちろん当協会はマクロ的な取り組みだけではなく，個々の

会員の方々にとって有益な知財関連の情報を提供し，議論し，皆様の知財戦略策定にお役に立ちたい

と思います。

さて，先ほど萩原前理事長からもお話がありましたように，2009年度は金融危機により日本知的財
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産協会も未曽有の危機にありました。この状況の中で萩原前理事長の強いリーダーシップのもと，各

委員会及び事務局の大変なご努力により固定費の改善が果たされました。改めて萩原さん，各理事，

各委員，事務局に厚く御礼を申し上げたいと思います。2010年度は，おかげさまでオペレーションと

してはかなり改善し，いまだ再起の途上にはありますが，積極的なテーマにも意欲的に取り組みたい

と思います。ぜひ皆さんと一緒に頑張りたいと思います。

活動の基本方針を具体的に申し上げたいと思います。大きく３つございます。１つ目がグローバル

化推進への対応，２番目がユーザーフレンドリーな知的財産制度の実現，３つ目が会員企業への支援

でございます。１番目のグローバル化進展への対応については，引き続き三極ユーザー会議を中心に

活動いたします。欧米との連携に加えて，中国，韓国などのアジア諸国との連携も高める活動を引き

続き行いたいと思います。

グリーンテクノロジーパッケージプログラムについては，数カ月前，日本経済新聞に記事が載った

のでご記憶の方もいらっしゃると思いますが，環境技術に関して移転可能な特許を含む技術パッケー

ジを，途上国が受け入れられる形で公開する仕組みです。世界知的所有権機構（WIPO）が興味を示

していますので，実現に向けて協議を開始しています。この推進のために新たに政策プロジェクトを

立ち上げました。

２番目のユーザーフレンドリーの知財制度の実現については，昨年は当協会が主導した特許出願様

式の統一フォーマットが実現いたしましたが，引き続き実務効率やビジネス実態の整合性の高い制度

の実現に向けて積極的に活動いたします。本日も特許庁から南技監をはじめ幹部の方にご来臨賜るこ

とになっておりますが，これらの活動のために特許庁と緊密に連携をとり，施策の実現を図りたく存

じます。

３つ目の会員企業の支援ですが，今までの日本知的財産協会の活動においても，経営戦略に貢献で

きる知財活動のあり方をいろいろと調査し，検討し，その成果を知財管理誌などを通じて皆様に提供

してまいりました。今日ご講演いただく小川先生には，３月の知財管理誌に「我が国のイノベーショ

ンシステムと知財立国のジレンマ」としてご投稿いただいております。小川先生の著書などで「知財

を取得するだけではビジネスにおいて勝利することはできない」「知財を活用したエコシステムを確

立することが重要だ」とご指摘されています。小川先生のご指導もいただき，新たな特別委員会，

「事業と標準化戦略研究委員会」を設立して，その成果を皆様にご提供申し上げます。

日本知的財産協会には，賛助会員も含めていろいろな企業・団体の方にご参加いただいております

が，組織の性格上，ともすれば委員会活動に参加いただいている企業のニーズを中心とした活動に偏

りがちです。委員会活動に参加されていない会員の方々のご希望等を踏まえた活動も取り組むべく，

検討中でございます。皆様のご希望等ございましたら，ぜひ事務局あてご連絡いただきたく存じま

す。

本年度は20の専門委員会，４つの政策プロジェクト，及び３つの特別委員会を中心に活動を行いま

す。昨年度の変化は既にご紹介申し上げたもの以外では，職務発明制度検討プロジェクトを復活いた

しました。これは先ほど萩原前理事長からもお話がありましたとおり，知財高裁の一部の裁判所で，

独占の利益を拡大解釈して発明者の貢献を過大に評価する判決が相次いでおりますため，現在継続中

の他の訴訟の状況も注視して，日本知的財産協会としてのポジションを明確にし，この問題の解決を

企図しております。
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本年度もJIPAシンポジウムを2011年２月７日に東京国際フォーラムで予定しております。昨年度

はシンポジウム終了後，皆さんと懇談の会を設けることができませんでしたが，今年は実施する方向

で検討しております。

日本知的財産協会という「場」には，業界を横断する世界中の知財の知恵があります。この「場」

を通じていろいろな人を知り，啓発されることにより，個々人が人間として成長し，かつ組織におい

てもよりよい知的財産の活用が図れます。ぜひこのすばらしい「場」を皆さんで活用していただきた

いと思います。

今年度も竹中会長のご指導のもと，各理事，各委員，事務局が一丸となって活動に取り組みます。

ぜひ協会活動への積極的ご参加をお願い申し上げます。

それでは，この運営方針に基づく今年度の予算案につきまして，中山専務理事よりご説明させてい

ただきます。
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